
調 査 要 領 

 

 

 本調査は、訪日外国人が急増する中、医療機関が訪日外国人患者に対する診療

価格を設定する際の参考となるよう実施するものです。 

調査結果は、「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリス

ト」として、厚生労働省HPにおいて公表する予定としております。 

正確な情報をご回答いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。 

なお、社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オー

プン病院事業法人及び厚生農業協同組合連合会については、自費患者に対し請求

する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されることとされている

ため、また、外国人患者受入医療機関認証制度（JMIP）認証医療機関について

は、別途調査を実施予定のため、ご回答は不要です。 

 

 

【回答上の留意点】 

〔１〕訪日外国人患者 （※１）診療価格 ：令和７年12月末時点の訪日外国人患者診療価

格（税抜）（※２）を記載してください。 

 

（※１）：「訪日外国人患者」とは、日本の公的医療保険に加入していない外

国人患者のことをいいます。なお、日本に入国する前に、医療機関

と受診について調整をした上で、医療を受けることを目的に訪日し

た外国人（いわゆる医療渡航患者）は含まれません。 

 

（※２）：診療報酬点数表を参考に設定している場合に、１点あたりの設定金

額（１点○円）を記載してください。（社会保険診療報酬と同一の

基準（１点10円）で請求している場合は、10円と記載してください。） 

 

〔２〕年間訪日外国人患者 （※３）実績 ：令和６年度（令和６年４月～令和７年３月）

の訪日外国人患者数が250人以上（※４）の場合は、「○」選択してください。 

 

（※３）：「訪日外国人患者」とは、日本の公的医療保険に加入していない外

国人のことをいいます。なお、日本に入国する前に、医療機関と受

診について調整をした上で、医療を受けることを目的に訪日した外

国人（いわゆる医療渡航患者）は含まれません。 



 

（※４）：訪日外国人患者数は、外来患者数と新入院患者数を足した人数であ

り、外来患者数は「初診、再診等の区別なく、全てを合計したもの

（同一患者が２回外来受診した場合は２人とカウントする）」、新入

院患者数は「新たに入院した患者数（同一患者が２回、新たに入院し

た場合は、２人とカウントする）」をいいます。 

 

 


